
第６号様式（第９条関係）

浄 化 槽 管 理 者 変 更 報 告 書

年 月 日

山梨県知事 殿

浄化槽管理者 住 所

氏 名 印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号

浄化槽管理者に変更があったので、浄化槽法第１０条の２第３項の規定により次のとお

り報告します。

浄 化 槽 の 種 類 単独処理浄化槽 浄化槽

浄 化 槽 の 規 模 人槽

設 置 場 所

変 更 前 の 住 所

浄化槽管理者 氏 名

変 更 年 月 日 年 月 日



 



第４号様式（第９条関係）

浄 化 槽 使 用 開 始 報 告 書

年 月 日

山梨県知事 殿

浄化槽管理者 住 所

氏 名 印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号

浄化槽の使用を開始したので、浄化槽法第１０条の２第１項の規定により次のとおり報

告します。

浄 化 槽 の 種 類 単独処理浄化槽 浄化槽

浄 化 槽 の 規 模 人槽

設 置 場 所

設 置 年 月 日 年 月 日

使 用 開 始 年 月 日 年 月 日

技術管理者の氏名及び住所

（５０１人槽以上の場合）

浄化槽保守点検業者の氏名

及び住所

浄化槽清掃業者の氏名及び

住所



 



第６号様式（第９条関係） 

 

浄 化 槽 管 理 者 変 更 報 告 書 

 

年  月  日 

 

山梨県知事                   殿 

 

浄化槽管理者 住  所 

氏  名                           印   

                                      

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）  

電話番号 

 

 

浄化槽管理者に変更があったので、浄化槽法第１０条の２第３項の規定により次のとお

り報告します。 
 

   浄 化 槽 の 種 類       単独処理浄化槽        浄化槽 

   浄 化 槽 の 規 模                                    人槽 

   設 置 場 所   

   変 更 前 の  

 

  浄化槽管理者 

  住 所  

  氏 名  

   変 更 年 月 日                       年      月      日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅所有者の住所・氏名

を記載してください。 

家庭用浄化槽は５～10 人槽です。 

住宅の所在地を記載してください。 

住宅の販売会社を記載してください。 

住宅の引き渡しを受けた日を記載してください。 

記載例 



第４号様式（第９条関係） 

 

浄 化 槽 使 用 開 始 報 告 書 

 

年  月  日 

 

山梨県知事                   殿 

 

浄化槽管理者 住  所 

氏  名                           印   

                                      

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）  

電話番号 

 

 

浄化槽の使用を開始したので、浄化槽法第１０条の２第１項の規定により次のとおり報

告します。 
 

   浄 化 槽 の 種 類       単独処理浄化槽        浄化槽 

   浄 化 槽 の 規 模                                    人槽 

   設 置 場 所   

   設 置 年 月 日                    年   月   日 

   使 用 開 始 年 月 日                       年   月   日 

   技術管理者の氏名及び住所 

  （５０１人槽以上の場合） 

 

  浄化槽保守点検業者の氏名 

  及び住所 

 

   浄化槽清掃業者の氏名及び 

  住所 

 

 

 

住宅所有者の住所・氏名を

記載してください。 

家庭用浄化槽は５～10 人槽です。 

住宅の所在地を記載してください。 

住宅が完成した日を記載してください。 

入居される日を記載してください。 

記載不要です。 

浄化槽の保守点検及び清掃を委託す

る業者について記載してください。 

記載例 



郵送または FAXで申込み（FAX番号 055-288-1131） 

（一社）山梨県浄化槽協会 あて 

浄化槽法定検査依頼書 

申込日：令和    年   月    日 

 

山梨県知事指定検査機関 

 一般社団法人山梨県浄化槽協会代表理事 様 

 

浄化槽法第７条及び第１１条に規定する「水質に関する検査（法定検査*1）」を申し込み

ます。 

 

＊１ 浄化槽をお使いの方は、浄化槽の使用を開始した３～８ヶ月の間に１回目の法定検査（浄

化槽法第 7条）を、その後は毎年 1回の法定検査（浄化槽法第１１条）を、指定検査機関に依頼

して受けることが、浄化槽法で義務づけられています。 

（申込者） 

  氏  名：                        

  住  所：（〒    ）                 

  連絡先（電話番号）：                    

 

（浄化槽に係る事項） 

浄化槽の設置場所 ：                    

浄化槽の人槽   ：                    

浄化槽の使用開始日：                    

 

検査手数料（非課税）（令和３年４月１日からの料金） 

処理対象人員 第７条検査手数料 第１１条検査手数料 

１０人槽以下 ８，５００円 ４，５００円 

１１～  ５０人槽 １０，５００円 ６，５００円 

５１～ １００人槽 １２，５００円 ８，５００円 

１０１～ ３００人槽 １４，５００円 １０，５００円 

３０１～ ５００人槽 １７，５００円 １３，５００円 

５０１～１０００人槽 ２０，５００円 １６，５００円 

１００１人槽以上 ２４，５００円 ２０，５００円 
        

【申込み先】 

一般社団法人  

山梨県浄化槽協会 

〒400-0054  

甲府市西下条町 965 

TEL 055-288-1132  

FAX 055-288-1131 


